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肢体不自由特別支援学校における在宅訪問教育の拠点校について肢体不自由特別支援学校における在宅訪問教育の拠点校について肢体不自由特別支援学校における在宅訪問教育の拠点校について肢体不自由特別支援学校における在宅訪問教育の拠点校について

奈良県教育委員会

平成23年３月に策定した「奈良県の特別支援教育の方向性－グランドデザイン－」

に基づき、肢体不自由のある児童生徒を対象とする在宅訪問教育の拠点校を明日

香養護学校と奈良養護学校とします。

○ 平成32年度より、奈良養護学校通学区域に居住する在宅訪問教育の対象者へ○ 平成32年度より、奈良養護学校通学区域に居住する在宅訪問教育の対象者へ○ 平成32年度より、奈良養護学校通学区域に居住する在宅訪問教育の対象者へ○ 平成32年度より、奈良養護学校通学区域に居住する在宅訪問教育の対象者へ

の訪問教育の拠点校は、奈良養護学校に変更します。の訪問教育の拠点校は、奈良養護学校に変更します。の訪問教育の拠点校は、奈良養護学校に変更します。の訪問教育の拠点校は、奈良養護学校に変更します。学校名 平成31年度までの担当区域 平成32年度以降の担当区域県内全域 大和高田市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、磯城明日香養護学校 郡、宇陀郡、高市郡、北葛城郡（上牧町及び広陵町）及び吉野郡※肢体不自由教育部門通学区域と同じ奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、生駒奈良養護学校 郡及び北葛城郡（王寺町及び河合町）※肢体不自由教育部門通学区域と同じ※現在、在宅訪問教育を受けている児童生徒のうち、奈良養護学校通学区域に居住している児童生徒は、平成32年度に奈良養護学校に転学。


